
 

 

◇職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１ 義務教育等教員特別手当の額の算定方法及び教職調整額の支給割合等を改めることにしまし

た。 

２ 大阪府に派遣され、高等学校に勤務する校長等の給料月額の特例措置を講ずることにしまし

た。 

３ 必要な経過措置を講ずることにしました。 

４ この条例は、令和８年１月１日から施行することにしました。 

（総務局人事部給与課） 

 


